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はじめに 

 

 播磨町上下水道運営委員会は、令和３年３月３０日付け諮問第６号「播磨町の水

道料金について」に基づき、今後の経営環境に相応しい料金体系等について慎重に

検討を進めてきました。 

 播磨町水道事業は、昭和５０年の創設から町の発展とそれに伴う人口急増により、

水道施設の整備・拡充に努めてきました。当時に集中整備した水道管は老朽化して

きており、本格的な更新事業に着手しているところですが、今後発生が懸念される

南海トラフ地震や山崎断層地震等の災害に備えて水道施設の耐震化についても計

画的に進めていく必要があります。 

 一方で、節水機器の普及と人口減少に伴う水道料金収入の減少により、このまま

では、長期的には経営が悪化し、必要な更新ができなくなることが予想されます。 

 水道事業は、料金収入をもって経営する独立採算を基本原則としながら、住民に

欠かすことができないライフラインとして重要な役割を担っており、水道事業者と

して安定して安全な水を供給する責務があることから、持続可能な経営を行うため

に、継続的に経営の効率化に取り組み、経営に必要な財源を確保することが重要で

す。 

 このような状況の中、諮問書にもありますように、平成３０年度に策定された「播

磨町水道事業経営戦略」において、今後の更新需要等を見据え、水道事業収益の根

幹である給水収益について、適正な水準を確保する必要があるとしていることから、

播磨町の水道事業の運営状況や課題等を踏まえた上で、水道事業の健全で持続性が

ある経営の確立に向けた水道料金の水準及び料金体系について、本委員会で慎重に

審議した結果をまとめましたので、以下のとおり答申します。 
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答  申 

 

 人口減少等に伴い、料金収入の減少が見込まれている中、播磨町では、消費税及

び地方消費税によるものを除き、昭和５８年を最後に、水道料金改定を行っており

ません。 

 国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研と言います。）及び播磨町人口ビ

ジョン（以下、人口ビジョンと言います。）の将来人口予測に基づき、給水収益を

将来予測した結果、直ちに赤字となり現金不足に陥るという状況ではありませんが、

播磨町はすでに大規模な更新事業を始めており、将来世代へ負担を先送りにせず世

代間で公平に水道料金を負担してもらえるよう、できるだけ早期に料金の値上げを

する必要があります。 

 また、現行の料金水準では、資産維持費を含めた総括原価を回収できていない状

態であり、料金の改定にあたっては、水道法第１４条（供給規程）及び地方公営企

業法第２１条（料金）に規定されているとおり、以下の点に留意する必要がありま

す。 

 

・公正妥当であること 

・能率的な経営の下における適正な原価を基礎とすること 

・公営企業の健全な経営を確保することができるもの 

・定率又は定額をもって明確に定められていること 

・特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと 

 

 なお、水道料金改定案の具体的な算定については、日本水道協会が作成する「水

道料金算定要領」に基づき、誠実かつ能率的な経営の下における適正な営業費用に、

水道事業の健全な運営を確保するために必要とされる資本費用（支払利息＋資産維

持費）を加えて算定する総括原価方式によることが適当です。 

 

 

１．水道料金改定について 

（１）料金算定期間 

 「水道料金算定要領」では算定期間はおおむね３年から５年とされていますが、

播磨町の水道事業を取り巻く環境は、短期的には急激な変化が見込まれていないこ

とから令和５年度から令和９年度までの５年間とすることが適当です。 

 なお、その後については、料金算定期間を５年毎に区切り、概ねその２～３年前

に料金の改定が必要かどうか継続的に検証を行う必要があります。 

 

（２）料金改定率及び資産維持率 

 「水道料金算定要領」において、資産維持率は３％を標準とし、創設時期や施設

の更新状況を勘案して決定することとされていますので、資産維持率を２～３％に

設定した上で総括原価を算定し社人研と人口ビジョンの人口予測に基づき将来予

測を行いました。 
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 その結果は下記のとおりです。 

 
資産維持率２．０％ 資産維持率２．５％ 資産維持率３．０％ 

社
人
研 

改定率９．７％の値上

げが必要（※１） 

改定率１４．９％の値

上げが必要（※２） 

改定率２０．２％の値

上げが必要（※３） 

人
口
ビ
ジ
ョ
ン 

改定率８．５％の値上

げが必要 

改定率１３．６％の値

上げが必要 

改定率１８．７％の値

上げが必要 

 

 （※１）社人研の人口予測に基づき資産維持率２．０％、改定率９．７％で料金

改定した場合の現金預金残高の推移予想 
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 （※２）社人研の人口予測に基づき資産維持率２．５％、改定率１４．９％で料

金改定した場合の現金預金残高の推移予想 

 

 

 （※３）社人研の人口予測に基づき資産維持率３．０％、改定率２０．２％で料

金改定した場合の現金預金残高の推移予想 
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 考慮事項 

※１ 

令和３０年度に現金不足に陥る予測となっています。令和２０年度まで令和

２年度と同等の現金預金残高が維持できますが、その後の現金預金の減少に

備えて早期の料金の改定が必要となります。 

※２ 

令和３３年度に現金不足に陥る予測となっています。一時的に現金預金残高

は増加しますが、令和２５年度まで令和２年度と同等の現金預金残高が維持

できます。その後は、料金の改定が必要となりますが、※１のケースより改

定時期を先延ばしすることができ、改定率を低く設定できます。 

※３ 

令和３５年度まで現金不足に陥らない予測となっています。令和２０年度に

は現金預金残高が２０億円に迫り、収入した水道料金が有効に建設投資に回

せない状況となる可能性があります。 

 

 以上の結果から、播磨町水道事業経営戦略の目標にもありますように、水道事業

を安定的に運営していく上で、概ね１０億円程度の資金を確保しておけば急激な経

営環境の変化に対応しやすいと考えますが、大幅な料金値上げによる使用者の負担

を軽減するとともに、頻繁な料金改定を回避するために、本委員会としては、資産

維持率を２．５％とし、社人研及び人口ビジョンの人口予測に基づく将来予測によ

り、料金改定率は１３．６％を下限、１４．９％を上限とすることが適当であると

考えます。 

 

（３）料金改定の実施時期 

 １．（１）において設定した料金算定期間における料金収入を確保する上で、で

きる限り早期に実施する必要がありますが、使用者への周知期間等も必要であるこ

とから、料金改定の実施時期は、令和５年４月１日とすることが適当です。 

 

 

２．水道料金体系について 

（１）基本的事項 

 料金体系を検討するに当たっては、負担の公平性を図ることを前提として、人口

減少等の経営環境の変化や激変緩和等について配慮する必要があります。これから

の時代に相応しい料金体系とするためには、基本料金、従量料金、逓増度等を総合

的に検討する必要があります。 

 播磨町の現行の水道料金は、基本料金と従量料金の二部料金制、口径別料金制を

採用しています。また、水量段階毎に単価が上がる逓増料金制を採用しています。 

 現行の料金体系において、口径毎の使用水量と負担する料金の割合は概ね対応し

ており、口径毎に公平に負担できていると言えます。 

 以上のことから、現行の料金体系を基本として料金体系案を検討することが適当

です。 
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（２）基本料金と従量料金の割合 

 水道事業は多くの施設を保有しており、送る水道水の量にかかわらず固定的に発

生する費用の割合が高くなっています。従いまして、その費用をできるだけ基本料

金で回収し安定的な事業運営を行うため、基本料金収入の割合を増やしていく必要

がありますが、大幅に増加させると使用者に過度の負担が生じる可能性があります

ので、一定の配慮が必要です。 

 現行の料金体系では、全体の料金収入に占める基本料金の割合は１８．２％とな

っています。一方、「水道料金算定要領」に基づき原則どおり算定すると、全体の

料金収入に占める基本料金の割合は３７．９％と倍増してしまうため、激変緩和措

置として、全体の料金収入に占める基本料金の割合を２５％程度とすることが適当

です。 

 

（３）従量料金及び逓増度 

 従量料金は使用量に応じて回収するものであり、負担の公平性を鑑みますと「水

道料金算定要領」にもありますように、使用者群の差異にかかわらず均一料金制と

するのが原則です。 

 現行の料金体系では逓増料金制が採用されており、逓増度は１．７倍となってい

ます。これは、水道事業を始めた当初は水源が限られており、大口使用を抑制し小

口使用者へ配慮する必要があるとの考えによるものですが、現状では水需要は減少

し、大口使用の抑制の必要性が低下してきていることから、緩やかな見直しを行う

ことが適当です。 

 以上のことから、逓増度を検討する上で、現行の料金体系における１．７倍を大

きく超えないように留意する必要があります。 

 

（４）激変緩和等に関する事項 

 「（２）基本料金と従量料金の割合」の項でも述べましたが、基本料金中心の料

金体系に見直すことに伴い、使用者に過度の負担が生じることがないよう留意する

必要があります。 

 料金改定案の作成に当たっては、以下の点に配慮するように努めることが適当で

す。 

 

・基本料金改定の上限は、現行基本料金の１．５倍程度に留めること 

 ただし、料金算定上やむを得ない場合はこの限りではない。 

・家庭用で使われる口径１３ｍｍ、２０ｍｍについて、１０㎥までの使用水量区分

を新たに設定し、現行よりも低い単価とすること 

 ただし、あくまでも激変緩和における時限的措置とし、逓増度緩和の観点からも、

その後の料金改定の検討時に、当該使用水量区分を存続させるか再検討すること 

・逓増度を緩和するため最高単価の引き上げ幅は最小限にすること 

・使用者数が多い水量区分帯の使用者の改定率が概ね目標とする改定率になるよう

設定し、大口使用者の負担軽減を図ること 
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（５）料金表（案） 

 「１．（２）」及び「２．（１）から（４）」を踏まえ、設定した料金体系を料金表

に表すと下表のとおりとなり、料金改定率は１４．６％となります。本委員会とし

ては、同表の考え方に沿った改定を行うことが適当であると考えます。 

 

一般用（２箇月につき）税抜 

メーター口径 

（ｍｍ） 
基本料金（円） 

従量料金（１ｍ３につき） 

使用水量 料金（円） 

１３ 

１０㎥まで ８０

２０㎥まで １１０

２０㎥を超え４０㎥まで １２５

４０㎥を超え６０㎥まで １４０

６０㎥を超えるもの １５５

２０ 

１，３００１０㎥まで ８０

２０㎥まで １１０

２０㎥を超え４０㎥まで １２５

４０㎥を超え６０㎥まで １４０

６０㎥を超え１００㎥まで １５５

１００㎥を超えるもの １７０

２５ ４，９７０

４０㎥まで １１０

４０㎥を超え１００㎥まで １５６

１００㎥を超えるもの １７５

４０ １４，０５０

６０㎥まで １１０

６０㎥を超え１４０㎥まで １５６

１４０㎥を超えるもの １７５

５０ ２１，９００

１００㎥まで １１０

１００㎥を超え２００㎥まで １５６

２００㎥を超えるもの １７５

７５ ５３，５５０

１４０㎥まで １１０

１４０㎥を超え６００㎥まで １５６

６００㎥を超えるもの １７５

１００以上 ９７，０００

８００㎥まで １１０

８００㎥を超え１，０００㎥まで １５６

１，０００㎥を超えるもの １７５
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※参考 

現行の料金表 

 

一般用（２箇月につき）税抜 

メーター口径 

（ｍｍ） 
基本料金（円） 

従量料金（１ｍ３につき） 

使用水量 料金（円） 

１３ 

２０㎥まで １００

２０㎥を超え４０㎥まで １１０

４０㎥を超え６０㎥まで １２０

６０㎥を超えるもの １４０

２０ 

８００２０㎥まで １００

２０㎥を超え４０㎥まで １１０

４０㎥を超え６０㎥まで １２０

６０㎥を超え１００㎥まで １４０

１００㎥を超えるもの １６０

２５ ３，５２０
６０㎥まで １００

６０㎥を超えるもの １７０

４０ １０，８００
１４０㎥まで １００

１４０㎥を超えるもの １７０

５０ １６，０００
２００㎥まで １００

２００㎥を超えるもの １７０

７５ ４０，０００
４００㎥まで １００

４００㎥を超えるもの １７０

１００以上 ６８，０００
１，０００㎥まで １００

１，０００㎥を超えるもの １７０
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（６）その他の検討事項 

・インボイス制度への対応 

 令和５年１０月から導入されるインボイス制度では、適用税率と消費税額を請求

書等に印字し、使用者に通知する必要があり、水道料金システムにおいて、請求額

内の消費税額を管理する必要があることから、１０円未満を切り捨てる現行制度の

見直しを行い、円単位請求に変更することが適当です。また、下水道使用料につい

ても同様であり、同時期に円単位請求に変更することが適当です。 

 

・中止料金制度の廃止 

 「水道料金算定要領」に基づく改定により、中止料金を廃止することが適当です。 

 

・工事用の一時使用料金について 

 工事用の一時使用料金は、住宅建設現場等において、水道を一時使用する際に徴

収する料金ですが、一般用の水道料金と比較すると従前から割高に設定されていま

す。この工事用の一時使用料金を改定することで、建設コストが増加し、播磨町へ

の人口流入を阻害することが無いよう工事用の一時使用料金は、据え置くことが適

当です。 

 

・船舶給水用の水道料金について 

 船舶給水用の水道料金については、負担の公平性の観点から、今回の料金改定に

合わせて、一般用の水道料金と同程度の改定率１４．６％の改定とすることが適当

です。 

 

 

３．附帯意見 

（１）施設・管路等の維持管理について 

 施設や管路について、適切な維持管理を行うとともに、事故や災害、設備の異常

等の不測の事態に備え、迅速に対応できる体制整備に努める必要があります。 

 

（２）施設・管路等の計画的な更新について 

 老朽化した施設や管路について、計画的な更新に努めるとともに、今後発生が懸

念される大規模災害に備えて、耐震化を進めていく必要があります。 

 

（３）住民への周知について 

 料金改定に対する住民の理解が正しく得られるように、わかりやすい資料の作成

や丁寧な広報を行う等、周知の徹底を図る必要があります。 

 

（４）水道料金の継続的な見直しの検討について 

 料金改定後も引き続き健全な経営に努めるとともに、１．（１）において設定し

た料金算定期間ごとに、経営状況や社会情勢の変化等を考慮し、料金改定の必要性

について定期的、継続的に検討する必要があります。 
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 なお、今後料金改定を実施する場合においても、住民生活に与える影響を十分考

慮し、料金改定率を１０％～１５％に収める等、段階的に引き上げる配慮が必要で

す。 
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おわりに 

 

 本委員会に対し、「播磨町における水道料金について」の諮問があり、これまで

審議した結果を答申としてまとめました。 

 本委員会では、節水機器の普及と人口減少に伴う水道料金収入の減少、施設の老

朽化に伴う大量更新期の到来等により厳しさを増す経営環境にあって、持続可能な

水道事業を経営していくため、環境の変化に対応したこれからの時代に相応しいも

のになるよう料金水準及び料金体系を設定しました。ただし、新型コロナウイルス

感染症による影響等、今後の経営環境が想定を超えて変化することも考えられます

ので、料金水準及び料金体系のあり方については、その時代にあったものとなるよ

うに継続的に検討することが必要です。 

 水道事業は、言うまでもなく住民の生活に密着した公共性の高い事業であり、住

民の安全・安心な生活を維持するために、将来にわたって安定して安全な水を供給

する責務を負うことから、播磨町水道事業経営戦略に掲げる経営理念であります、

「いつまでもおいしく飲める水道を目指して」の実現のために、本答申を踏まえて、

不断の努力で持続可能な水道事業の経営に取り組んでいただくことを願います。 

 





 

 

付 属 資 料 
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播磨町上下水道運営委員会設置要綱 

 

平成 30 年３月９日企業管理要綱第６号 

（設置） 

第１条 上下水道事業の円滑な運営を図るため、播磨町上下水道運営委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長（以下「管

理者」という。）の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。 

(１)水道料金に関すること。 

(２)下水道使用料に関すること。 

(３)下水道事業受益者負担金に関すること。 

(４)その他管理者が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員８人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱し、又は任命する。 

(１)学識経験を有する者 

(２)使用者の代表 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長とする。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、上下水道グループにおいて処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者

が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

資料２ 
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播磨町上下水道運営委員名簿 

（敬称略、順不同） 

 氏   名 所   属 役   職 任   期 

学
識
経
験
者 

竹川
たけかわ

 宏子
ひ ろ こ

 
兵庫大学 

現代ビジネス学部 
教授 

令和 3 年 3 月 30 日から 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

芳中
よしなか

 正明
まさあき

 
兵庫県健康福祉部 

健康局生活衛生課 
水道企画参事 

令和 3 年 3 月 30 日から 

令和 3 年 3 月 31 日まで 

坂江
さ か え

 博
ひろし

 
兵庫県健康福祉部 

健康局生活衛生課 
水道班班長 

令和 3 年 8 月 04 日から 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

使
用
者
の
代
表 

松本
まつもと

 秀明
ひであき

 
播磨町商工会（工業、

製造業事業者等） 

住友精化㈱ 

別府工場 

令和 3 年 3 月 30 日から 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

西口
にしぐち

 泰平
たいへい

 

播磨町商工会（商業、

サービス業事業者

等） 

㈱西口商店 
令和 3 年 3 月 30 日から 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

寺内
てらうち

 毅
たけし

 播磨町自治会連合会 
大中団地自治会 

会長 

令和 3 年 3 月 30 日から 

令和 3 年 3 月 31 日まで 

日下部
く さ か べ

 義和
よしかず

 播磨町自治会連合会 
古田東自治会 

会長 

令和 3 年 8 月 04 日から 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

藤本
ふじもと

 徳子
の り こ

 播磨町連合婦人会 顧問 
令和 3 年 3 月 30 日から 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

中村
なかむら

 ルリ子
る り こ

 播磨町消費者協会 会長 
令和 3 年 3 月 30 日から 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

亀田
か め だ

 龍
りゅう

昇
しょう

 

代理出席 

（吉川
よしかわ

 俊
とし

行
ゆき

） 

播磨町民生委員児童

委員協議会 

会長 

 

 

（副会長） 

令和 3 年 3 月 30 日から 

令和 4 年 3 月 31 日まで 

 

資料３ 
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播磨町上下水道運営委員会開催経過 

回 開催日時 開催場所 主な議事 

第１回 
令和３年 ３月３０日（火） 

１４時００分～１５時４５分 

播磨町役場 

第２庁舎３階 

会議室１ 

・諮問 

・会長及び職務代理の選出 

・水道事業の現状 

・播磨町の水道事業の現状 

・水道料金の改定 

第２回 
令和３年 ８月 ４日（水） 

１５時００分～１６時３０分 

播磨町役場 

第２庁舎３階 

会議室１ 

・播磨町の老朽管の更新 

・播磨町の水道事業の将来予測 

・水道料金の設定 

・資産維持費を考慮した水道料

金の水準 

第３回 
令和３年１１月１８日（木） 

１５時００分～１６時３０分 

播磨町役場 

第２庁舎３階 

会議室１ 

・水道料金の改定について 

・水道料金の改定率について 

・固定費の配分について 

・逓増度について 

・料金体系パターン 

・料金改定他団体事例 

・料金改定案作成における検討

事項について 

第４回 
令和４年 １月２６日（水） 

１４時００分～１６時００分 

播磨町役場 

第２庁舎３階 

会議室１ 

・料金改定案 

・料金改定による影響額 

・播磨町水道事業ビジョン・経

営戦略（案）について 

第５回 
令和４年 ３月２８日（月） 

１４時００分～１５時３０分 

播磨町役場 

第２庁舎３階 

会議室１ 

・答申（案） 

・播磨町水道事業ビジョン・経

営戦略（案）について 

 

資料４ 




